
 

 

     平成２７年４月２２日   

 

年金記録に係る苦情のあっせん等について 

 

 

総務大臣は、年金記録確認第三者委員会の判断を踏まえ、４月２１日 

に、厚生労働大臣に対し、次のとおり年金記録の訂正は必要でないとす 

る通知を実施しました。 

 

 

 
【連絡先】 

 総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室 

 総括・地方委担当 

国民年金・脱退手当金部会担当 

厚生年金部会担当 

： 

： 

： 

首席主任調査員 

首席主任調査員 

上 席 調 査 員 

永 留 世 悟 

坂 本  大 輔 

中 嶋 潤 

（各地方委員会の事案に関する連絡先については、別紙） 

ＴＥＬ：03-3815-3127 

  ＦＡＸ：03-3815-3190 

   インターネット：https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html


１．今回のあっせん等の概要 

 

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 

                            ０件 

 

 

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの               １件 

 

○ 国民年金関係                 ０件 

○ 厚生年金関係                 １件 

 

 

２．年金記録に係る苦情のあっせん等の累計 
 

日本年金機構から第三者委員会へ事案が転送されたもの 

    ２４８，１２５件…① 

年金記録の確認について結論を得たもの等 

あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計    ２４８，１２５件…② 

処理の進捗状況（②／①）                １００％ 

 

あっせん、訂正不要及び取下げ等の合計（２４８，１２５件）の内訳 
 

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを決定したもの 

１１３，２３３件 
 

○ 国民年金関係            ３２，１６６件 

   ○ 厚生年金関係            ８１，０６７件 

 

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの  １２２，５１７件 
 

 ○ 国民年金関係            ５４，２１５件 

   ○ 厚生年金関係            ６８，３０２件 

 

（３）申立人から取下げがなされたもの等    １２，３７５件 



（参考１）年金記録に係る苦情申立ての処理状況 

（件） 

受付件数 ２９３，９４０  ①  

処理件数 ２９３，７２１ ② （=③+⑦） 

 第三者委員会で処理 ２４８，１２５ ③ （=④+⑤+⑥） 

 記録訂正が必要と判断 １１３，２３３ ④  

記録訂正が不要と判断 １２２，５１７ ⑤  

取下げ等 １２，３７５ ⑥  

日本年金機構で処理 ４５，５９６ ⑦ （=⑧+⑨） 

 職権で記録訂正 ３３，０１７ ⑧  

取下げ等 １２，５７９ ⑨  

処理の進捗状況 ９９．９％ ②/① 
 

取下げ等を除いた処理件数 ２６８，７６７ ⑩ （=②-⑥-⑨） 

年金記録の回復が図られた件数 １４６，２５０ ⑪ （=④+⑧） 

 

（参考２）年金記録に係る苦情申立て（平成 26年度受付分）の処理状況 

（件） 

受付件数 ９，５２２ ①  

処理件数 ８，９８３ ② （=③+④） 

 第三者委員会で処理 ３，９３１ ③  

日本年金機構で処理 ５，０５２ ④  

処理の進捗状況 ９４．３％ ②/① 

注）１ 受付件数は、平成２７年２月２８日までのもの。 

２ 日本年金機構段階での処理件数は、平成２７年４月１２日現在のもの。 

３ 処理件数には、年金記録に係る苦情申立てを厚生労働省の訂正請求に切り 

替えたものを含む 

 



関東地方第三者委員会事務室
訂正不要 1件 （ 厚生年金 1件 ）

（ 厚生年金事案 9064 ） 　電話：048-600-2345

　事務室長 角田　祐一

別紙 
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